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規
　
則

◯
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
・
建

築
住
宅
課
）

告
　
示

◯
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
一
二
三
・
税
務
課
）

◯
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
（
一
二
四
・
税
務
課
）

◯
町
及
び
字
の
区
域
並
び
に
そ
の
名
称
の
変
更
（
一
二
五
・
市
町
村
課
）

◯
字
の
区
域
の
設
置
（
一
二
六
・
市
町
村
課
）

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
一
二
七
、
一
二
八
・
市
町
村
課
）

◯
環
境
影
響
評
価
書
の
作
成
及
び
環
境
影
響
評
価
書
等
の
縦
覧
（
一
二
九
・
環
境
整
備
課
）

◯
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
（
一
三
〇
・
農
山
村
振
興
課
）

◯
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
一
三
一
・
農
山
村
振
興
課
）

◯
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
一
三
二
・
農
山
村
振
興
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
述
べ
た
意
見
（
一
三
三
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
三
四
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
三
五
〜
一
三
八
・
道
路
環
境
課
）

◯
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
講
習
の
実
施
（
一
三
九
・
都
市
計
画
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
一
四
〇
・
鹿
角
建
設
事
務
所
）

公
　
告

◯
共
同
施
行
等
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
（
北
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
三
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
二

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
ニ
」

を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第

十
二
号
ニ
」
に
、「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
ニ
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十

二
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
確
認
通
知
書
」
を
「
確
認
済
証
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
ニ
」
を

「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ニ
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

「

「

様
式
第
二
号
中

」
を

」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
が
発
注
す
る
役
務
の
う
ち
総
務
部
税
務
課
が
所
管
す
る
業
務

に
係
る
平
成
十
五
年
度
分
委
託
業
務
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
次
の
と

お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

規
　
　
　
　
　
　
則

告
　
　
　
　
　
　
示

第
3
1
条
の
２
第
２
項
第
1
1
号
ニ

第
6
2
条
の
３
第
４
項
第
1
1
号
ニ

証
し
ま
す

証
明
し
ま
す

第
3
1
条
の
２
第
２
項
第
1
1
号
ニ

第
6
2
条
の
３
第
４
項
第
1
1
号
ニ 第
6
2
条
の
３
第
４
項
第
1
2
号
ニ

第
3
1
条
の
２
第
２
項
第
1
2
号
ニ

第
6
2
条
の
３
第
４
項
第
1
2
号
ニ

第
3
1
条
の
２
第
２
項
第
1
2
号
ニ
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一
　
委
託
業
務
の
種
類

（一）

自
動
車
二
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
デ
ー
タ
エ
ン
ト
リ
ー
業
務

（二）

自
動
車
税
納
税
通
知
書
プ
リ
ン
ト
及
び
圧
着
業
務

二
　
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該

当
し
な
い
こ
と
。

（二）

引
き
続
き
一
年
以
上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
事

の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
そ
の
格
付
け
を
得
て
い
る
こ
と
。

（１）

年
間
契
約
実
績
高

（２）

自
己
資
本
額

（３）

従
業
員
数

（４）

流
動
比
率

（５）

営
業
年
数

三
　
資
格
審
査
の
申
請
方
法

（一）

申
請
に
必
要
な
書
類
（
以
下
「
申
請
書
類
」
と
い
う
。
）

（１）

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

（２）

添
付
書
類

ア
　
営
業
経
歴
書

イ
　
契
約
実
績
届

ウ
　
ア
、
イ
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類

（二）

申
請
書
類
の
用
紙
及
び
申
請
に
係
る
説
明
書
（
以
下
「
申
請
説
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付

場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先
並
び
に
申
請
書
類
の
提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
総
務
部
税
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
一
二
一
）

（三）

申
請
書
類
の
提
出
方
法

（二）
に
掲
げ
る
場
所
に
持
参
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
県
内
に
本
社
（
本
店
）
又
は
支
店
等
が
な

い
場
合
の
み
郵
送
に
よ
る
提
出
を
認
め
る
。

（四）

申
請
書
類
の
受
付
期
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
か
ら
同
年
三
月
六
日
（
木
）

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四
　
そ
の
他

（一）

資
格
審
査
に
よ
る
格
付
け

二
（二）
の
各
事
項
ご
と
に
知
事
が
別
に
定
め
る
評
点
を
合
算
し
て
得
ら
れ
た
点
数
に
応
じ
、
次

の
い
ず
れ
か
の
等
級
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

（１）

Ａ
等
級
　
点
数
八
十
点
以
上
の
者

（２）

Ｂ
等
級
　
点
数
五
十
点
以
上
八
十
点
未
満
の
者

（３）

Ｃ
等
級
　
点
数
五
十
点
未
満
の
者

（二）

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
者
の
決
定
通
知

指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
資
格
者
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。

（三）

資
格
の
有
効
期
間

資
格
者
の
決
定
を
し
た
日
か
ら
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

（四）

指
名
競
争
入
札
の
参
加
者
の
指
名
基
準

指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
指
名
は
、
契
約
予
定
金
額
に
応
じ
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
い
ず
れ
か

の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
行
う
。

（五）

指
名
基
準
の
特
例

知
事
は
、
（四）
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
の
契
約
実
績
、
現
在
の
受
注
能
力
等
を
勘
案
し
て
指
名

す
る
こ
と
が
あ
る
。

（六）

そ
の
他
の
詳
細
は
、
申
請
説
明
書
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
四
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
県
税
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

氏
名
又
は
名
称
　
有
限
会
社
マ
ル
ニ
商
事
　
代
表
取
締
役
　
二
　
田
　
　
　
徹

（二）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
　
南
秋
田
郡
飯
田
川
町
飯
塚
字
樋
ノ
下
七
十
四
番
地

の
一

（三）

指
定
取
消
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日

二
（一）

氏
名
又
は
名
称
　
太
平
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
石
　
田
　
俊
　
幸

（二）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
　
秋
田
市
卸
町
三
丁
目
六
番
二
号

（三）

指
定
取
消
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
日

三
（一）

氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
デ
ィ
ー
・
イ
ー
・
エ
ヌ
　
代
表
取
締
役
　
大
　
友
　
ま
す
子

（二）

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
　
由
利
郡
大
内
町
岩
谷
麓
字
西
田
表
七
十
七
番
地

（三）

指
定
取
消
年
月
日
　
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
五
号

２
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地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯

沢
市
の
区
域
内
の
別
図
（一）
に
示
す
町
及
び
字
の
区
域
並
び
に
そ
の
名
称
を
別
図
（二）
に
示
す
と
お
り
変

更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３
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４

字
　
鶴
　
館
�

字
鶴
館
の
一
部
�

字
　
元
　
清
　
水
�

清
水
町
二
丁
目
�

湯
　
　
　
沢
　
　
　
　
市
�

字　両　神�

表町四丁目�

１
：
4,000

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0
m

凡
　
　
例
�

実
施
区
域
�

旧
町
（
字
）
界
�

別図（一）
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５

湯
　
　
　
沢
　
　
　
　
市
�

元清水四丁目�

元清水三丁目�

元清水一丁目�

元清水二丁目�

１
：
4,000

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0
m

凡
　
　
例
�

実
施
区
域
�

新
町
（
字
）
界
�

別図（二）
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秋
田
県
告
示
第
百
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
由

利
郡
仁
賀
保
町
の
区
域
内
に
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
新
た
に
画
す
る
旨
同
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
設
置
の
処
分
は
、
当
該
設
置
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

６

設
　
　
　
　
定
　
　
　
　
区
　
　
　
　
域

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
坪
石

一
二
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一
五
の
一
の
一
部
、
一
七

の
一
の
一
部
、
一
八
の
一
の
一
部
、
一
九
、
二
〇
、
二
二
、

二
四
の
一
、
二
四
の
三
、
二
四
の
四
、
二
七
、
二
八
の
一
、

三
二
の
一
、
三
三
の
一
部
、
三
四
の
一
の
一
部
、
三
五
か

ら
三
九
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
入
谷
地

三
二
の
一
部
、
三
四
の
一
の
一
部
、
三
四
の
二
の
一
部
、

三
四
の
七
の
一
部
、
三
六
、
三
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
入
谷
地

三
の
二
の
一
部
、
三
の
四
か
ら
三
の
六
ま
で
、
四
の
一
部
、

五
の
一
、
五
の
二
、
六
の
二
、
七
の
二
、
七
の
三
、
七
の

七
、
一
八
の
三
、
一
八
の
四
の
一
部
、
一
八
の
五
、
一
八

の
六
の
一
部
、
一
八
の
七
か
ら
一
八
の
九
ま
で
、
二
〇
の

一
部
、
三
二
の
一
部
、
三
四
の
一
の
一
部
、
三
四
の
二
の

一
部
、
三
四
の
三
か
ら
三
四
の
五
ま
で
、
三
四
の
七
の
一

部
、
四
七
の
四
、
四
七
の
六
か
ら
四
七
の
九
ま
で
、
四
八

の
二
の
一
部
、
八
七
の
四
、
八
七
の
五
の
一
部
、
一
〇
二

の
三
、
一
〇
三
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す

字
　
　
　
　
名

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
坪
石

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
入
谷
地

る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
八
七
の
一
に
隣
接

す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
後
田

二
の
六
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
門
田

二
七
の
一
部
、
三
一
の
一
の
一
部
、
三
四
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
坪
石

三
三
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
坪
石

一
の
一
部
、
二
の
一
の
一
部
、
三
の
一
の
一
部
、
五
の
一

の
一
部
、
七
の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
一
の
一
の
一

部
、
一
二
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一
五
の
一
の
一
部
、

三
三
の
一
部
、
三
四
の
一
の
一
部
、
三
五
か
ら
三
九
ま
で

の
各
一
部
、
四
一
、
四
三
、
四
五
、
四
六
、
四
八
の
一
、

四
九
、
五
〇
、
五
二
、
五
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
入
谷
地

一
、
三
の
一
、
三
の
二
の
一
部
、
四
の
一
部
、
一
八
の
四

の
一
部
、
一
八
の
六
の
一
部
、
二
〇
の
一
部
、
四
八
の
二

の
一
部
、
八
七
の
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
門
田

一
の
一
の
一
部
、
三
の
一
の
一
部
、
五
の
一
の
一
部
、
七

の
一
の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
一
の
一
の
一
部
、
一

二
の
一
の
一
部
、
一
三
の
一
の
一
部
、
一
三
の
二
、
一
三

の
四
の
一
部
、
一
四
の
一
の
一
部
、
一
六
の
一
の
一
部
、

一
八
の
一
の
一
部
、
一
九
か
ら
二
二
ま
で
、
二
三
の
一
、

二
三
の
二
、
二
四
、
二
六
、
二
七
の
一
部
、
三
一
の
一
の

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
門
田
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一
部
、
四
〇
か
ら
四
二
ま
で
、
四
四
か
ら
五
一
ま
で
、
五

三
、
五
六
の
一
の
一
部
、
五
六
の
三
の
一
部
、
五
七
、
五

九
、
六
一
か
ら
六
七
ま
で
、
六
八
か
ら
七
三
ま
で
の
各
一

部
、
七
四
の
一
の
一
部
、
七
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
中
道

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
、
五
の
一
部
、
六
の
一

の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
後
田

一
、
二
の
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
館
居

一
の
一
部
、
七
の
一
部
、
九
の
五
、
一
〇
、
一
二
、
一
五
、

一
七
の
一
、
一
九
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、

二
二
の
一
、
二
二
の
三
、
二
四
の
二
、
二
五
、
二
七
か
ら

三
〇
ま
で
、
三
二
、
三
五
、
三
七
、
三
八
、
三
九
の
一
、

四
〇
か
ら
四
三
ま
で
、
四
六
、
四
七
、
五
一
の
二
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
門
田

一
の
一
の
一
部
、
三
の
一
の
一
部
、
五
の
一
の
一
部
、
七

の
一
の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
一
の
一
の
一
部
、
一

二
の
一
の
一
部
、
一
三
の
一
の
一
部
、
一
三
の
四
の
一
部
、

一
四
の
一
の
一
部
、
一
六
の
一
の
一
部
、
一
八
の
一
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
坪
石

一
の
一
部
、
二
の
一
の
一
部
、
三
の
一
の
一
部
、
五
の
一

の
一
部
、
七
の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
一
の
一
の
一

部
、
一
五
の
一
の
一
部
、
一
六
の
二
、
一
六
の
三
、
一
七

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
館
居

の
一
の
一
部
、
一
八
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一

六
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
中
道

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
中
道

一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
の
一
部
、
五
の
一
部
、
六
の
一

の
一
部
、
六
の
二
、
三
七
、
四
〇
、
四
四
の
二
、
四
四
の

三
、
四
五
、
四
六
、
四
八
、
五
〇
、
五
二
、
五
五
、
五
六
、

五
七
の
一
、
五
七
の
二
、
五
八
か
ら
六
三
ま
で
、
六
五
か

ら
六
七
ま
で
、
六
九
、
七
一
の
一
、
七
二
の
一
、
七
五
の

一
、
七
六
の
一
、
七
七
の
一
、
七
九
の
一
、
八
〇
の
一
、

八
一
、
八
二
の
一
、
八
七
の
五
、
八
七
の
六
、
九
〇
の
一
、

九
〇
の
二
、
九
一
の
二
、
九
四
の
一
、
九
六
、
九
七
、
九

八
の
一
、
九
八
の
二
、
九
九
の
三
、
九
九
の
四
、
一
〇
一

の
一
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
四
、
一
〇
七
、
一
〇
八
、
一

〇
九
の
一
、
一
〇
九
の
三
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
〇
の
三
、

一
一
二
の
一
、
一
一
七
か
ら
一
二
三
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
館
居

一
の
一
部
、
七
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

水
路
等
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
二
に
隣
接
す
る
水

路
等
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
門
田

五
六
の
一
の
一
部
、
五
六
の
三
の
一
部
、
六
八
か
ら
七
三

ま
で
の
各
一
部
、
七
四
の
一
の
一
部
、
七
五
の
一
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
中
道
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由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
後
田

二
の
四
、
四
の
三
、
三
八
の
二
、
五
三
の
二
、
五
六
の
二
、

五
八
の
二

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
樋
口

三
四
の
二
、
三
四
の
三
、
三
五
の
三
、
三
六
の
三
、
三
六

の
四
、
三
七
の
二
、
三
九
、
四
一
、
四
二
の
二
、
四
三
の

二
、
四
三
の
六
か
ら
四
三
の
八
ま
で
、
四
四
の
二
か
ら
四

四
の
五
ま
で
、
六
〇
の
三
、
六
〇
の
四
、
六
四
か
ら
六
六

ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
二
九
、
三
六
の
二
、
三
七

の
一
、
四
四
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
濁
潟

一
三
の
一
、
一
三
の
九
か
ら
一
三
の
一
一
ま
で
、
一
六
、

一
七
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
待
居

一
の
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
堂
ノ
本

一
三
の
一
、
一
四
、
一
五
の
一
、
一
六
、
一
七
の
一
、
一

七
の
三
、
一
八
の
一
、
一
八
の
四
、
一
九
の
一
、
四
一
の

二
、
四
五
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七
、
四
八
の
一
、
四
九

の
一
、
五
〇
、
五
一
、
五
三
、
五
四
、
五
五
の
一
、
五
六

の
一
、
五
八
の
二
か
ら
五
八
の
五
ま
で
、
五
九
の
一
、
六

〇
の
一
、
六
〇
の
四
、
六
一
の
一
、
六
二
の
一
、
六
三
の

一
、
六
四
の
一
、
六
四
の
五
、
六
四
の
六
、
六
四
の
一
〇
、

六
五
の
一
、
六
六
の
一
、
六
七
の
一
、
六
七
の
四
、
六
八
、

六
八
の
一
、
六
八
の
二
、
七
一
の
一
、
八
二
の
四
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
堂
ノ
本

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
樋
口

八
の
一
、
九
の
一
、
一
一
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
五
、
八

の
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
石
動

三
の
一
部
、
五
の
一
の
一
部
、
五
の
二
、
七
の
一
、
七
の

二
、
九
、
一
〇
の
一
、
一
〇
の
三
、
一
一
の
一
、
一
二
の

一
、
一
三
、
一
四
、
一
五
の
一
、
一
六
の
一
の
一
部
、
三

五
か
ら
四
一
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
三
十
野

八
か
ら
一
〇
ま
で
、
一
一
の
一
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
舞
台

一
、
二
、
三
の
二
、
四
か
ら
七
ま
で
、
八
の
一
、
九
の
一
、

一
〇
の
一
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、
一
二
の
一
、
一
三

の
一
部
、
一
四
の
一
の
一
部
、
一
五
の
一
部
、
一
八
、
二

二
の
一
部
、
六
七
、
六
八
、
八
〇
か
ら
八
二
ま
で
の
各
一

部
、
八
四
の
一
部
、
八
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
神
田

八
五
の
二
か
ら
八
五
の
四
ま
で
、
八
七
の
二
、
八
七
の
三
、

八
九
の
二
、
八
九
の
三
、
八
九
の
四
の
一
部
、
九
二
の
二
、

九
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
堂
ノ
本

二
三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
平
田

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
石
動

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
舞
台
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三
九
の
一
、
四
〇
の
一
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の

一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
平
田

一
の
一
部
、
四
の
一
部
、
五
の
二
の
一
部
、
八
の
一
、
九

の
一
の
一
部
、
九
の
五
の
一
部
、
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、

一
三
の
一
部
、
一
四
か
ら
一
六
ま
で
、
一
七
の
一
、
一
七

の
二
、
一
八
か
ら
三
〇
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、

三
六
の
一
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
一
、
四
〇

の
二
、
四
一
の
一
か
ら
四
一
の
三
ま
で
、
四
二
の
一
、
四

二
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
舞
台

一
三
の
一
部
、
一
四
の
一
の
一
部
、
一
五
の
一
部
、
二
二

の
一
部
、
七
九
、
八
〇
か
ら
八
二
ま
で
の
各
一
部
、
八
四

の
一
部
、
八
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
神
田

八
九
の
四
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
九
二
の
一
の
地
先
の
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
堂
ノ
本

二
三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
平
田

一
の
一
部
、
四
の
一
部
、
五
の
二
の
一
部
、
五
の
三
、
九

の
一
の
一
部
、
九
の
五
の
一
部
、
一
三
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
神
田

三
六
の
一
、
四
〇
の
一
、
四
〇
の
三
、
四
〇
の
四
、
四
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
平
田

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野

字
新
神
田

の
一
、
四
一
の
二
、
四
二
、
四
三
、
四
四
の
一
、
四
七
、

四
八
の
二
、
四
九
、
五
〇
、
五
一
の
一
、
五
二
、
五
三
の

一
、
五
四
の
一
、
五
四
の
四
、
五
五
の
三
、
五
五
の
五
、

五
七
の
二
、
五
七
の
一
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
六
一

の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
川
端

四
の
二
、
二
八
の
一
、
二
九
の
一
、
三
〇
、
三
一
、
四
〇

の
一
、
四
二
の
一
、
四
三
の
一
、
四
四
の
一
、
四
五
の
一
、

四
六
の
一
の
一
部
、
五
〇
の
一
の
一
部
、
七
四
の
四
、
七

五
の
一
、
七
六
の
一
、
七
九
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び

に
二
、
三
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
越

一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
二
三
、
二
四
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
雷

二
四
の
一
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
一
九
の
一
の
地
先
の
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
居
地

一
一
三
の
一
、
一
一
四
の
一
、
一
一
五
の
一
、
一
二
一
、

一
二
三
、
一
二
四
、
一
二
六
、
一
二
八
、
一
二
九
、
一
三

一
か
ら
一
三
四
ま
で
、
一
三
九
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
三
、

一
四
五
、
一
四
八
か
ら
一
五
一
ま
で
、
一
五
三
、
一
六
一

の
一
、
一
六
九
、
一
七
〇
の
一
、
一
七
〇
の
二
、
一
七
一
、

一
七
二
、
一
七
六
か
ら
一
八
〇
ま
で
、
一
八
三
、
一
八
九

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
井

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
川
端

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
立
井
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一
〇
の
二
、
二
〇
、
二
一
、
二
二
の
一
、
三
五
の
一
、
三

七
か
ら
三
九
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
の
一
、
二
、

三
、
五
、
一
一
六
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
居
地

一
の
一
、
一
の
三
、
二
、
三
の
一
部
、
三
七
の
一
の
一
部
、

三
八
か
ら
四
一
ま
で
、
四
二
の
一
、
四
二
の
二
、
四
六
の

一
部
、
四
七
の
一
部
、
八
一
の
一
部
、
八
三
の
一
、
八
三

の
二
、
八
四
の
一
部
、
八
八
の
一
、
九
〇
の
二
、
九
一
か

ら
一
〇
八
ま
で
、
一
〇
九
の
一
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
一

の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
野
手
添

二
七
の
一
の
一
部
、
二
八
、
五
二
の
二
、
五
三
の
二
、
五

四
の
二
、
五
四
の
三
、
七
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
四
五
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
越

五
九
の
一
部
、
六
〇
の
一
の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
、

六
二
か
ら
七
〇
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
八
幡
堂

三
六
か
ら
四
六
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
十
文
字

六
二
の
一
の
一
部
、
六
三
の
一
の
一
部
、
六
四
の
一
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
立
居
地

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
井

九
二
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
並
び
に
字
森
ノ
越
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
一

の
一
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
越

一
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の
一
、
七
の
一
、
一
〇

の
一
、
一
一
の
一
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
二
六
か
ら

三
〇
ま
で
、
三
二
か
ら
四
五
ま
で
、
四
六
の
一
、
四
七
か

ら
五
八
ま
で
、
五
九
の
一
部
、
六
〇
の
一
の
一
部
、
六
一

の
一
の
一
部
、
六
二
か
ら
七
〇
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
等
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
八
幡
堂

四
の
一
の
一
部
、
五
の
一
、
六
の
一
、
七
の
一
、
八
の
一
、

九
の
一
、
一
一
の
一
、
一
二
か
ら
二
〇
ま
で
、
二
一
の
一

部
、
二
八
の
一
部
、
二
九
か
ら
三
五
ま
で
、
三
六
か
ら
四

三
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す

る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
井

九
一
の
一
、
九
一
の
二
、
九
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
川
端

四
六
の
一
の
一
部
、
五
〇
の
一
の
一
部
、
六
〇
の
一
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
下

一
四
、
一
五
、
一
八
か
ら
二
〇
ま
で
、
二
八
、
三
〇
、
三

一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
森
ノ
越
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由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
市
森

二
一
か
ら
二
八
ま
で
、
二
八
の
一
、
二
九
か
ら
三
二
ま
で
、

三
四
、
三
六
、
三
七
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
雷

一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
か
ら
九
ま
で
、
一
〇
の
一
、

一
一
の
一
、
一
二
か
ら
一
七
ま
で
、
一
八
の
一
、
一
九
の

一
、
二
五
の
一
、
三
一
の
一
、
三
二
の
一
、
三
三
の
一
、

三
四
の
一
、
三
五
の
一
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
、
三
八

の
一
、
三
九
の
一
、
四
〇
の
一
、
四
一
の
一
、
四
二
の
一
、

四
三
の
一
、
四
四
の
一
、
四
五
の
一
、
四
六
か
ら
五
三
ま

で
の
各
一
部
、
五
四
の
一
の
一
部
、
五
四
の
二
、
五
五
か

ら
五
八
ま
で
の
各
一
部
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
の
一
部
、

六
〇
の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
、
六
二
の
一
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
内

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
か
ら
九
ま
で
、
一
二
か

ら
二
二
ま
で
、
二
三
の
一
の
一
部
、
二
四
の
一
部
、
二
七

の
一
部
、
二
八
の
一
部
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
二
の
一
部
、

三
一
か
ら
三
四
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
久
和
田

一
、
二
の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
、
三
〇
の
一
、
三
一
、

三
二
、
三
三
か
ら
三
五
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
雷

四
六
か
ら
五
三
ま
で
の
各
一
部
、
五
四
の
一
の
一
部
、
五

五
か
ら
五
八
ま
で
の
各
一
部
、
五
九
の
二
の
一
部
、
六
〇

の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
雷

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
屋
敷
田

す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
内

三
二
か
ら
三
四
ま
で
の
各
一
部
、
三
五
の
一
、
三
六
の
一
、

三
七
の
一
の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
、
六
二
の
一
、
六

三
の
一
、
六
四
、
六
五
、
六
六
の
一
部
、
七
六
の
一
の
一

部
、
七
七
の
一
、
七
八
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
屋
敷
田

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の

一
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の

一
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、

一
六
の
一
、
一
七
の
一
、
一
七
の
三
、
二
〇
の
一
、
二
一

の
一
、
二
二
の
一
、
二
三
の
一
、
二
四
の
一
、
二
五
の
一
、

二
六
の
一
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一
、
二
九
の
一
、
三
〇
、

三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
三
か
ら
四
〇
ま
で
、
四
一
の

一
、
四
二
の
一
、
四
三
の
一
、
四
七
の
一
、
五
〇
の
一
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
内

二
三
の
一
の
一
部
、
二
四
の
一
部
、
二
七
の
一
部
、
二
八

の
一
部
、
三
〇
の
二
の
一
部
、
三
一
の
一
部
、
三
二
の
一

部
、
三
七
の
一
の
一
部
、
三
八
か
ら
四
二
ま
で
、
四
六
、

四
七
の
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
の
一
、
五
二
の
一
、
五

二
の
二
、
五
三
の
一
、
五
四
の
一
、
五
四
の
二
、
五
五
の

一
、
五
六
の
一
、
五
七
の
一
、
六
一
の
一
の
一
部
、
六
六

の
一
部
、
六
七
、
六
八
の
二
、
六
八
の
三
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
久
和
田

三
三
か
ら
三
五
ま
で
の
各
一
部
、
六
二
の
一
、
六
二
の
三
、

六
三
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
森
ノ
内
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あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
六
二
の
二
に
隣
接
す
る
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
三
日
市

三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
森
ノ
内

七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
四
の
一
、
七
五
の
一
、
七
六

の
一
の
一
部
、
七
九
の
一
、
八
〇
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
千
刈

一
四
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
四
、
二
五
、
二
六
の
一
、
二

六
の
二
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二
八
、
二
九
、
五
六

の
一
、
五
六
の
四
、
五
七
の
一
、
五
七
の
三
、
五
八
の
一
、

五
八
の
三
、
五
九
の
一
、
五
九
の
三
、
六
〇
の
一
、
六
〇

の
三
、
六
一
の
一
、
六
一
の
三
、
六
二
の
一
、
六
二
の
三
、

六
三
の
一
、
六
四
の
一
、
六
五
の
一
、
六
五
の
二
、
九
七
、

一
〇
二
の
一
、
一
〇
四
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
八
、
一
四

七
の
一
、
一
五
〇
、
一
五
三
か
ら
一
五
五
ま
で
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
等
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
三
日
市

一
四
の
二
、
一
六
の
二
、
一
六
の
三

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字
小
豆
田

一
六
の
一
、
一
六
の
八
、
一
七
の
一
、
一
七
の
五
、
一
八

の
一
、
一
九
の
一
、
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、

二
三
か
ら
二
七
ま
で
、
二
八
の
一
、
二
八
の
三
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
神
ノ
田

六
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
九
の
二
、
一
〇
か
ら

一
五
ま
で
、
一
六
の
一
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
千
刈

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
神
ノ
田

の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
三
の
一
、

二
四
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
伊
勢
居
地
字
大
下

一
五
八
の
二
、
一
五
九
の
四
か
ら
一
五
九
の
七
ま
で
、
一

九
四
の
二
、
一
九
九
、
二
〇
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
八
三
か
ら

一
九
三
ま
で
、
一
九
四
の
一
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
千
刈

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の

一
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の

一
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
三
〇
の
一
、
三
一
か
ら
三

九
ま
で
、
四
〇
の
一
、
四
一
の
一
、
四
二
、
四
三
の
一
、

四
四
の
一
、
四
五
の
一
、
四
六
の
一
、
四
七
の
一
、
四
八

の
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
の
一
、
五
一
の
一
、
五
二
の
一
、

五
三
の
一
、
五
四
の
一
、
六
六
の
一
、
六
七
の
二
、
六
九

か
ら
七
一
ま
で
、
八
六
の
一
、
八
七
、
八
八
の
一
、
八
九

の
一
、
九
〇
の
一
、
九
四
、
九
八
、
九
九
の
一
、
九
九
の

二
、
一
四
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
丸
ノ
内

一
の
一
の
一
部
、
二
の
一
、
三
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
、

七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の
一
、

一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
六

の
一
、
一
七
の
一
、
一
八
か
ら
三
一
ま
で
、
三
二
の
一
部
、

三
三
の
一
部
、
三
四
か
ら
四
二
ま
で
、
四
三
の
一
、
四
四

の
一
、
四
六
の
一
、
四
七
の
一
、
四
八
の
一
、
四
九
、
五

〇
の
一
、
五
一
の
一
、
五
二
の
一
、
五
三
か
ら
五
八
ま
で
、

五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
か
ら
六
三
ま
で
、
六
四
の

一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
丸
ノ
内
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由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堰
ノ
上

四
九
か
ら
六
四
ま
で
の
地
先
の
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
久
和
田

五
六
か
ら
六
〇
ま
で
、
六
一
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
四
九
か
ら
五
五
ま
で
の
地
先
の

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
久
和
田

四
の
一
、
五
の
一
、
六
か
ら
二
八
ま
で
、
二
九
の
一
、
二

九
の
三
、
三
六
の
一
、
三
七
か
ら
六
〇
ま
で
、
六
一
の
一
、

六
一
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堰
ノ
上

五
の
一
部
、
六
、
九
、
一
三
、
一
五
か
ら
二
七
ま
で
、
二

八
の
一
部
、
三
七
の
一
の
一
部
、
三
七
の
二
の
一
部
、
三

八
か
ら
五
九
ま
で
、
六
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
八
幡
堂

一
の
七
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
の
一
部
、
二
一
の

一
部
、
二
二
、
二
五
か
ら
二
七
ま
で
、
二
八
の
一
部
、
四

三
か
ら
四
六
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
市
森

七
の
二
か
ら
七
の
四
ま
で

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
十
文
字

二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の
一
、
七
の

一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の
一
、
一
二

の
一
、
一
三
の
一
、
一
四
、
一
五
の
一
、
一
六
の
一
、
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
堰
ノ
上

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
十
文
字

七
か
ら
二
八
ま
で
、
二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
、
三

一
、
三
三
の
一
、
三
四
、
三
五
、
三
六
の
一
、
三
七
か
ら

四
八
ま
で
、
四
九
か
ら
五
八
ま
で
の
各
一
部
、
五
九
の
一

の
一
部
、
六
〇
の
一
の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
、
六
二

の
一
の
一
部
、
六
三
の
一
の
一
部
、
六
四
の
一
の
一
部
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堰
ノ
下

四
の
一
の
一
部
、
四
の
二
の
一
部
、
五
の
一
、
六
の
一
、

九
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
六
の
一
、
一
七
、

一
八
、
二
一
か
ら
二
八
ま
で
、
二
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
御
園

四
の
一
部
、
五
か
ら
一
三
ま
で
、
一
五
、
一
六
の
一
、
一

七
か
ら
一
九
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
の
一
部
、
二
二
の
一

の
一
部
、
二
二
の
二
の
一
部
、
二
三
か
ら
二
九
ま
で
の
各

一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
十
文
字

四
九
か
ら
五
八
ま
で
の
各
一
部
、
五
九
の
一
の
一
部
、
六

〇
の
一
の
一
部
、
六
一
の
一
の
一
部
、
六
二
の
一
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
居
地

三
の
一
部
、
四
、
五
、
八
、
一
〇
か
ら
一
六
ま
で
、
一
七

か
ら
二
〇
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
の
一
の
一
部
、
二
一
の

二
の
一
部
、
二
四
の
一
の
一
部
、
二
八
の
一
の
一
部
、
二

八
の
二
の
一
部
、
二
九
の
一
の
一
部
、
二
九
の
二
の
一
部
、

三
〇
か
ら
三
四
ま
で
の
各
一
部
、
三
五
の
一
の
一
部
、
三

七
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
御
園
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路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
御
園

一
七
か
ら
一
九
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
の
一
部
、
二
二
の

一
の
一
部
、
二
二
の
二
の
一
部
、
二
三
か
ら
二
九
ま
で
の

各
一
部
、
三
四
の
二
の
一
部
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
三

八
の
一
、
三
八
の
二
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
、

四
一
の
一
、
四
一
の
二
、
四
二
か
ら
四
五
ま
で
、
四
七
の

一
部
、
四
八
の
一
部
、
四
九
の
一
の
一
部
、
四
九
の
二
の

一
部
、
五
〇
か
ら
五
九
ま
で
の
各
一
部
、
六
一
の
一
部
、

六
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
三
十
野

五
の
一
の
一
部
、
一
一
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
居
地

一
七
か
ら
二
〇
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
の
一
の
一
部
、
二

一
の
二
の
一
部
、
二
四
の
一
の
一
部
、
二
八
の
一
の
一
部
、

二
八
の
二
の
一
部
、
二
九
の
一
の
一
部
、
二
九
の
二
の
一

部
、
三
〇
か
ら
三
四
ま
で
の
各
一
部
、
三
五
の
一
の
一
部
、

三
七
の
一
の
一
部
、
四
六
の
一
部
、
四
七
の
一
部
、
四
八
、

五
一
、
五
二
の
一
、
五
三
か
ら
五
九
ま
で
、
六
一
か
ら
六

三
ま
で
、
六
五
、
六
六
、
六
八
、
七
〇
、
七
二
、
七
四
か

ら
七
六
ま
で
、
七
八
、
八
一
の
一
部
、
八
四
の
一
部
、
八

五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
六
、
八
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
野
手
添

一
の
二
、、
三
の
二
、
二
七
の
一
の
一
部
、
六
九
の
二
、

七
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
、
四
、
二
七
、
二
九
の

一
か
ら
二
九
の
三
ま
で
、
六
二
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
立
ノ
内

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
立
ノ
内

一
の
二
か
ら
一
の
四
ま
で
、
二
の
一
か
ら
二
の
三
ま
で
、

二
の
五
、
八
の
一
、
三
七
の
二
、
四
〇
の
二

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
野
手
添

一
、
二
、
一
〇

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
三
十
野

一
の
二
、
二
、
二
の
一
、
五
の
一
の
一
部
、
五
の
二
、
八

か
ら
一
〇
ま
で
、
一
一
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に

一
の
一
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
石
動

一
の
一
、
二
の
一
、
二
の
三
、
三
の
一
部
、
四
、
五
の
一

の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
御
園

四
七
の
一
部
、
四
八
の
一
部
、
四
九
の
一
の
一
部
、
四
九

の
二
の
一
部
、
五
〇
か
ら
五
九
ま
で
の
各
一
部
、
六
〇
、

六
一
の
一
部
、
六
二
の
一
部
、
六
四
か
ら
七
五
ま
で
、
七

七
か
ら
七
九
ま
で
、
八
一
か
ら
八
四
ま
で
、
八
六
、
八
八

か
ら
九
四
ま
で
、
九
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
等
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堰
ノ
下

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
の
一
部
、
四
の
二

の
一
部
、
二
九
の
一
部
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、

三
二
の
一
、
三
二
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
陵
森

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
陵
森
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一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の

一
、
六
の
一
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、

一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
六

の
一
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、

二
〇
の
一
、
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
三
の
一
、
二
四

の
一
、
二
五
の
一
、
二
六
の
一
、
二
七
か
ら
四
〇
ま
で
、

四
一
の
一
か
ら
四
一
の
四
ま
で
、
四
二
、
四
三
、
四
四
の

一
、
四
五
か
ら
四
八
ま
で
、
五
〇
か
ら
五
四
ま
で
、
六
〇

か
ら
六
三
ま
で
、
六
六
の
一
、
六
六
の
二
、
六
七
、
六
九

か
ら
七
二
ま
で
、
七
五
か
ら
七
七
ま
で
、
七
九
の
二
、
八

〇
か
ら
八
二
ま
で
、
八
四
、
八
七
か
ら
九
一
ま
で
、
九
三

か
ら
九
五
ま
で
、
九
六
の
二
、
九
八
の
二
、
九
九
か
ら
一

一
四
ま
で
、
一
一
六
か
ら
一
二
〇
ま
で
、
一
二
二
か
ら
一

二
四
ま
で
、
一
二
六
か
ら
一
三
二
ま
で
、
一
三
三
の
一
、

一
三
三
の
二
、
一
三
四
の
一
、
一
三
五
か
ら
一
三
八
ま
で
、

一
四
一
、
一
四
五
、
一
四
六
、
一
四
七
の
一
、
一
四
八
、

一
四
九
、
一
五
二
、
一
五
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
ソ
リ
田

九
、
二
三
の
四
、
二
四
の
七
、
二
四
の
八
、
二
六
の
一
、

二
六
の
三
、
二
七
の
一
、
二
七
の
四
、
四
一
の
一
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
中
ノ
庭

一
六
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
三
の
二
に
隣
接
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
三
〇
、
一
三
二
、

一
三
三
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
三
十
野

一
一
の
一
の
一
部
、
一
三
、
一
四
の
二
、
二
一
、
二
六
、

二
七
の
一
、
二
七
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
御
園

一
か
ら
三
ま
で
、
四
の
一
部
、
二
九
の
一
部
、
三
〇
か
ら

三
三
ま
で
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
石
動

一
六
の
一
の
一
部
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
二
〇
の
一
、

二
一
の
一
、
二
二
、
二
四
か
ら
二
六
ま
で
、
二
八
、
二
九
、

三
一
か
ら
三
四
ま
で
、
三
五
か
ら
四
一
ま
で
の
各
一
部
、

四
二
か
ら
四
四
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堰
ノ
上

一
か
ら
四
ま
で
、
五
の
一
部
、
二
八
の
一
部
、
二
九
か
ら

三
六
ま
で
、
三
七
の
一
の
一
部
、
三
七
の
二
の
一
部
、
六

〇
の
一
部
、
六
一
か
ら
六
四
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
熊
野

二
の
三
、
六
か
ら
一
二
ま
で
、
一
三
の
一
、
一
三
の
二
、

一
四
か
ら
一
九
ま
で
、
二
一
、
二
三
の
二
、
二
五
の
二
、

二
六
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、

二
九
、
三
二
、
三
五
か
ら
四
〇
ま
で
、
四
二
か
ら
四
七
ま

で
、
五
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
中
ノ
堀

一
〇
の
二
〇
、
一
〇
の
二
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
〇
の
一
九
、

一
三
の
三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
丸
ノ
内

一
の
一
の
一
部
、
三
二
の
一
部
、
三
三
の
一
部
、
六
四
の

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
熊
野

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
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一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
古
屋
敷

一
の
一
の
一
部
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、

六
の
一
、
七
の
一
、
七
の
二
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇

の
一
、
一
一
の
一
、
一
二
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
の
一
部
、

二
三
の
一
の
一
部
、
二
四
の
一
、
二
五
か
ら
二
八
ま
で
、

二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
か
ら
三
三
ま
で
、
三
四
の

一
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
、
三
九
の
一
、
四
六
の
一
、

四
六
の
二
、
五
四
、
五
六
、
五
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
熊
野

三
六
か
ら
四
〇
ま
で
、
四
二
か
ら
四
四
ま
で
の
地
先
の
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
古
屋
敷

一
の
一
の
一
部
、
二
二
の
一
部
、
二
三
の
一
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
中
野

三
の
三
、
五
の
四
、
九
の
一
、
一
四
の
四
、
一
四
の
五
、

一
九
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、
二
二
、

二
三
、
三
九
か
ら
四
五
ま
で
、
五
一
か
ら
五
五
ま
で
、
五

七
、
五
九
の
一
、
六
一
、
六
六
の
二
、
六
七
の
二
、
六
八

の
二
、
六
九
の
二
、
七
〇
の
二
、
七
一
の
二
、
七
六
か
ら

八
七
ま
で
、
九
〇
か
ら
九
二
ま
で
、
九
六
か
ら
一
〇
二
ま

で
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇
五
、
一
〇
八
、

一
〇
九
、
一
一
一
の
二
、
一
二
二
、
一
二
三
、
一
二
七
、

一
三
二
か
ら
一
四
三
ま
で
、
一
四
八
か
ら
一
五
三
ま
で
、

一
五
四
の
一
、
一
五
八
、
一
五
九
、
一
六
一
の
一
、
一
六

二
の
一
、
一
六
三
か
ら
一
六
七
ま
で
、
一
七
七
の
一
、
一

七
七
の
二
、
一
八
〇
の
一
、
一
八
〇
の
四
、
一
八
一
の
一

字
新
古
屋
敷

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
中
野

か
ら
一
八
一
の
三
ま
で
、
一
八
二
の
一
、
一
八
二
の
二
、

一
八
三
の
一
、
一
八
三
の
二
、
一
八
四
の
一
か
ら
一
八
四

の
三
ま
で
、
一
八
五
、
一
八
六
、
一
八
七
の
一
、
一
八
七

の
二
、
一
九
〇
か
ら
一
九
二
ま
で
、
一
九
七
の
一
、
一
九

七
の
二
、
二
〇
〇
の
一
、
二
〇
一
の
一
、
二
〇
三
の
一
、

二
〇
四
の
一
、
二
〇
五
、
二
〇
六
、
二
〇
七
の
一
、
二
〇

九
の
一
、
二
一
〇
の
一
、
二
一
一
か
ら
二
一
五
ま
で
、
二

一
六
の
一
、
二
一
八
の
一
、
二
二
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
堀
ノ
内

五
一
の
二
及
び
四
一
、
四
六
、
四
八
、
五
四
の
一
、
五
四

の
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
橋
本

九
九
の
二
、
一
七
〇
の
二
、
二
九
三
の
二
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
五
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
神
田

一
一
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
陵
森

一
三
九
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び

に
二
七
か
ら
三
〇
ま
で
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部
、
一
の
一
、
二
六
の
一
の
地
先
の
道
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
セ
キ
ハ
タ

二
六
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
中
村

二
一
、
二
三
の
一
か
ら
二
三
の
三
ま
で
、
二
四

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
中
ノ
庭
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由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
中
ノ
庭

一
の
一
、
七
の
二
、
一
二
の
二
、
一
三
、
一
四
の
一
、
一

四
の
二
、
一
九
か
ら
二
二
ま
で
、
二
三
の
一
、
二
四
の
一
、

三
二
、
三
三
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
、
三
九
の
一
、
四

〇
の
一
、
四
〇
の
三
、
四
一
、
四
五
、
五
一
の
一
、
五
二
、

五
七
、
五
八
の
一
、
六
一
の
一
、
六
三
、
七
一
の
一
、
七

三
の
一
、
七
五
の
一
、
七
六
の
一
、
七
七
、
八
八
か
ら
九

一
ま
で
、
九
二
の
一
、
九
三
の
一
、
九
五
か
ら
一
〇
一
ま

で
、
一
〇
八
か
ら
一
一
三
ま
で
、
一
一
六
の
一
、
一
二
九

の
二
、
一
三
〇
、
一
三
二
か
ら
一
三
五
ま
で
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
橋
本

二
九
三
の
三
、
三
二
〇
の
一
部
、
三
二
一
の
一
部
、
三
二

二
の
一
の
一
部
、
三
二
三
の
一
の
一
部
、
三
二
四
の
一
の

一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部
並
び
に
三
二
八
の
一
、
三
二
九
の
一
、
三

三
〇
の
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
金
井
森

二
七
の
二
、
三
八
の
二

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
大
日
堂

三
の
二
、
四
の
二
、
一
一
、
一
二
、
一
六
か
ら
二
〇
ま
で
、

二
一
か
ら
二
九
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一
の
一
部
、
三

五
か
ら
四
〇
ま
で
、
四
一
の
一
部
、
四
二
の
一
部
、
四
三

の
一
、
四
四
、
四
七
、
四
九
、
五
五
の
一
、
七
四
の
一
部
、

七
六
か
ら
八
五
ま
で
、
八
七
、
九
〇
か
ら
九
二
ま
で
、
九

四
、
九
六
か
ら
一
〇
五
ま
で
、
一
〇
七
の
一
部
、
一
一
四

の
一
部
、
一
一
七
、
一
一
八
、
一
一
九
の
一
、
一
二
一
か

ら
一
二
六
ま
で
、
一
二
八
、
一
三
六
、
一
三
八
か
ら
一
四

〇
ま
で
、
一
四
二
か
ら
一
四
四
ま
で
、
一
五
三
の
一
部
、

一
五
八
、
一
六
〇
、
一
六
四
、
一
六
六
か
ら
一
六
九
ま
で
、

一
七
一
か
ら
一
七
四
ま
で
、
一
七
七
、
一
八
四
、
二
〇
〇
、

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
大
日
堂

二
〇
一
、
二
一
二
の
一
、
二
一
三
の
一
、
二
一
四
か
ら
二

二
三
ま
で
、
二
二
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
畑
ヶ
田

二
六
か
ら
三
一
ま
で
、
四
〇
の
一
部
、
四
四
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
笹
森

一
の
一
部
、
二
四
、
二
七
か
ら
三
二
ま
で
、
三
四
の
一
部
、

六
六
、
六
七
、
六
九
、
七
〇
、
七
三
、
七
四
、
七
七
、
八

〇
の
一
部
、
八
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
橋
本

七
三
の
一
の
一
部
、
七
五
の
一
、
七
八
の
一
、
七
九
の
一
、

八
〇
の
一
、
八
二
の
一
、
八
三
の
一
、
八
四
の
一
、
八
五

の
一
、
八
六
の
一
、
八
七
の
一
、
八
八
の
一
、
八
九
の
一
、

九
〇
の
一
、
九
一
の
一
、
九
二
の
一
、
九
三
の
一
、
九
四

の
一
、
九
五
の
一
、
九
七
の
一
、
一
二
一
か
ら
一
三
二
ま

で
、
一
三
四
、
一
三
五
、
一
三
九
、
一
四
一
の
一
、
一
四

一
の
二
の
一
部
、
一
四
三
、
一
四
五
、
一
四
八
か
ら
一
五

四
ま
で
、
一
五
六
か
ら
一
六
五
ま
で
、
一
八
四
か
ら
一
九

四
ま
で
、
一
九
六
か
ら
二
〇
一
ま
で
、
二
〇
九
の
一
部
、

二
一
三
の
一
の
一
部
、
二
一
三
の
二
の
一
部
、
二
一
四
の

一
、
二
一
四
の
二
の
一
部
、
二
一
五
の
一
、
二
一
五
の
二

の
一
部
、
二
二
九
か
ら
二
三
二
ま
で
、
二
三
三
の
一
部
、

二
四
五
、
二
四
八
、
二
四
九
、
二
五
三
、
二
五
四
の
一
部
、

二
六
三
の
一
部
、
二
六
四
、
二
六
九
、
二
七
一
、
二
七
三
、

二
七
四
の
一
部
、
二
八
四
か
ら
二
九
〇
ま
で
、
二
九
一
の

一
、
二
九
一
の
二
、
二
九
二
の
一
、
三
一
一
、
三
一
四
、

三
一
五
の
一
の
一
部
、
三
二
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
樋
目
野
字
神
田

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
橋
本
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１８

五
四
の
六
、
五
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
五
六
の
一
に

隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
新
林

一
の
三
か
ら
一
の
五
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す

る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
の
一
、
二
一
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
神
田

三
の
七
、
三
の
八
、
六
の
一
、
七
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字
小
豆
田

九
、
一
〇
の
一
、
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、

一
五
の
一
、
一
五
の
五
、
一
六
の
四
、
一
六
の
九
、
二
九

の
一
、
三
一
か
ら
三
四
ま
で
、
五
三
の
一
、
五
五
、
五
七
、

五
八
の
一
、
五
九
の
一
、
六
一
の
一
、
六
四
の
一
、
六
六

の
二
、
六
六
の
三
、
七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
四
、
七

五
、
七
七
、
七
九
、
八
一
、
八
二
、
八
三
の
一
、
八
四
の

一
、
八
五
の
一
、
八
六
の
一
、
九
八
の
一
、
九
九
の
一
、

一
〇
一
の
一
、
一
〇
三
か
ら
一
〇
七
ま
で
、
一
〇
八
の
一
、

一
三
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
五
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字
中
北

一
一
の
一
、
一
六
、
一
九
、
二
〇
、
二
七
、
三
〇
、
六
一

の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字
小
豆
田

二
九
の
一
、
三
一
か
ら
三
四
ま
で
の
地
先
の
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地

字
新
神
田

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字

新
小
豆
田

由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
字

新
中
北

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
姫
路
森

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
一
二
の
一
、
一

三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
六
の
一
、
一
八
の

一
、
二
〇
の
一
、
二
三
の
一
、
二
七
、
三
四
か
ら
三
七
ま

で
、
四
六
か
ら
四
九
ま
で
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、
五

一
か
ら
六
〇
ま
で
、
六
一
の
一
か
ら
六
一
の
四
ま
で
、
六

四
、
六
八
、
七
三
、
七
五
、
七
八
か
ら
八
一
ま
で
、
八
二

の
一
か
ら
八
二
の
四
ま
で
、
八
五
か
ら
九
六
ま
で
、
九
七

か
ら
九
九
ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
二
の
一
部
、
一
〇
三
か

ら
一
〇
八
ま
で
、
一
〇
九
の
一
部
、
一
一
一
の
一
部
、
一

一
二
か
ら
一
一
七
ま
で
、
一
一
八
の
一
部
、
一
二
〇
か
ら

一
二
二
ま
で
の
各
一
部
、
一
二
三
か
ら
一
二
八
ま
で
、
一

二
九
の
一
部
、
一
三
〇
か
ら
一
三
三
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
橋
本

七
三
の
一
の
一
部
、
七
三
の
二
、
一
四
一
の
二
の
一
部
、

二
一
三
の
二
の
一
部
、
二
一
四
の
二
の
一
部
、
二
一
五
の

二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
前
田

一
七
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
杉
田

二
三
の
一
、
二
四
の
一
の
一
部
、
二
五
の
一
、
二
六
の
一
、

三
一
、
三
二
の
一
部
、
一
〇
九
の
一
部
、
一
二
四
の
一
部
、

一
七
七
の
一
部
、
一
七
八
の
一
部
、
一
七
九
の
一
部
、
一

八
〇
の
一
部
、
一
九
七
の
一
部
、
一
九
九
、
二
〇
五
、
二

一
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
川
前

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

姫
路
森
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秋
田
県
告
示
第
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
協
和
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１９

七
の
四
、
八
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
石
畑

五
、
六
、
八
、
一
〇
、
一
七
の
四
、
一
九
の
二
、
二
〇
か

ら
二
三
ま
で
、
二
四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
、
二
六
の

一
、
二
六
の
二
、
二
六
の
五
か
ら
二
六
の
七
ま
で
、
二
八

の
二
、
二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三

一
の
二
、
三
二
か
ら
三
五
ま
で
、
三
七
、
三
八
の
一
、
三

八
の
二
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
二
、
四
〇
の

三
、
四
〇
の
五
か
ら
四
〇
の
七
ま
で
、
四
一
の
一
、
四
一

の
三
、
四
一
の
五
、
四
二
、
四
三
の
一
か
ら
四
三
の
三
ま

で
、
四
三
の
五
、
四
三
の
一
〇
、
四
四
の
一
、
四
四
の
三
、

四
七
、
四
八
、
五
〇
の
二
、
五
一
の
三
、
五
二
の
三
、
六

〇
の
三
、
六
二
の
一
、
六
三
の
二
、
六
四
の
二
、
六
四
の

三
、
六
八
の
二
、
六
九
の
二
、
七
〇
の
二
、
七
二
の
二
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
大
樋
戸

四
の
二
、
六
の
二
、
六
の
四
、
六
の
八
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
土
戸
手

二
の
一
一
、
二
の
一
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
川
原
崎

四
の
三
、
四
の
四
、
五
の
二
及
び
五
の
一
に
隣
接
す
る
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
川
端

一
の
四
、
一
の
五

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
宇
津
野

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

新
田

二
三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
内
野

四
六
の
六
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部

変

更

前

の

字

の

区

域

仙
北
郡
協
和
町
中
淀
川
字
日
暮
狐
森

一
の
一
部
、
二
の
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
赤
渕

五
八
、
九
六
か
ら
九
八
ま
で
、
一
〇
〇
か
ら
一
〇
二
ま
で
、

一
〇
三
の
一
部
、
二
三
九
の
一
部
、
二
五
一
の
一
部
、
二

五
二
の
一
部
、
二
五
四
、
二
五
五
の
一
部
、
二
五
七
か
ら

二
六
二
ま
で
の
各
一
部
、
二
六
三
の
一
の
一
部
、
二
六
四

か
ら
二
六
八
ま
で
の
各
一
部
、二
六
九
か
ら
二
七
三
ま
で
、

二
七
四
の
一
部
、
二
九
六
の
一
部
、
二
九
七
か
ら
三
〇
〇

ま
で
、
三
〇
一
の
一
部
、
三
〇
二
か
ら
三
〇
八
ま
で
、
三

〇
九
の
一
部
、
三
三
一
の
一
部
、
三
三
二
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

変
更
後
の
字
の
区
域

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字

日
暮
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秋
田
県
告
示
第
百
二
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
由

利
郡
仁
賀
保
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
変
更
の
処
分
は
、
当
該
変
更
区
域
に
係
る
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地

処
分
の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２０

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
野
山
田

七
二
の
一
部
、
七
四
の
一
部
、
七
六
の
一
部
、
七
八
の
一

部
、
八
〇
の
一
部
、
一
二
七
の
五
の
一
部
、
一
二
七
の
一

五
の
一
部
、
一
二
八
、
一
二
九
の
一
の
一
部
、
一
三
二
の

二
の
一
部
、
一
三
五
の
一
、
一
三
六
の
一
の
一
部
、
一
三

七
の
一
の
一
部
、
一
三
七
の
二
、
一
三
八
の
一
の
一
部
、

一
三
八
の
二
、
一
三
九
の
一
、
一
三
九
の
二
の
一
部
、
一

四
〇
の
一
、
一
四
一
の
一
、
一
四
二
の
一
、
一
四
三
の
一
、

一
四
四
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

仙
北
郡
協
和
町
中
淀
川
字
日
暮
狐
森

一
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
一
部
並
び
に
二
の
四
、
四
の
一
、
四
の
四
、
四
の
六
、

四
の
八
、
四
の
一
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

一
部

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
日
暮

六
八
の
四
の
一
部
、
三
五
九
の
一
の
一
部
、
三
五
九
の
二

の
一
部
、
三
六
〇
か
ら
三
六
六
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川

字
赤
渕

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川

字
野
山
田

変

更

前

の

字

の

区

域

変
更
後
の
字
の
区
域

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
畑
ヶ
田

一
七
の
一
部
、
一
九
の
一
部
、
四
〇
の
一
部
、
四
四
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
寺
田

四
六
の
一
部
、
四
九
の
九
の
一
部
、
五
二
、
五
三
の
三
、

五
五
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
長
瀬
町

一
の
一
部
、
三
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
部
、
七
の
一
部
、

八
か
ら
一
〇
ま
で
、
一
一
か
ら
一
三
ま
で
の
各
一
部
、
一

四
か
ら
一
六
ま
で
、
一
七
の
一
部
、
一
八
の
一
部
、
一
九

か
ら
二
五
ま
で
、
二
六
の
一
部
、
二
七
、
二
八
の
三
、
二

九
の
一
部
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、
三
一
の
一
、
三
一

の
三
、
三
二
の
一
、
三
二
の
三
、
三
三
の
一
の
一
部
、
三

三
の
三
、
二
二
六
、
二
二
七
、
三
二
二
の
二
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部
並
び
に
三
三
二
の
一
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
大
日
堂

七
一
の
一
部
、
七
三
の
一
部
、
七
四
の
一
部
、
一
〇
七
の

一
部
、
一
〇
八
か
ら
一
一
三
ま
で
、
一
一
四
の
一
部
、
一

五
二
、
一
五
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
畑
ヶ
田

一
七
の
一
部
、
一
八
の
二
、
一
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
笹
森

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

笹
森

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

寺
田
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一
二
七
の
一
部
、
一
三
六
の
一
部
、
一
三
七
の
一
部
、
一

四
一
か
ら
一
四
三
ま
で
の
各
一
部
、
一
七
三
の
一
部
、
二

〇
〇
の
一
部
、
二
〇
二
の
一
部
、
二
一
〇
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部
並
び
に
一
一
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
大
日
堂

二
一
か
ら
二
九
ま
で
の
各
一
部
、
二
九
の
一
の
一
部
、
三

〇
か
ら
三
四
ま
で
、
四
一
の
一
部
、
四
二
の
一
部
、
五
九
、

六
〇
、
七
一
の
一
部
、
七
三
の
一
部
、
七
四
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
橋
本

二
〇
九
の
一
部
、
二
一
三
の
一
の
一
部
、
二
一
三
の
二
の

一
部
、
二
三
三
の
一
部
、
二
五
四
の
一
部
、
二
六
三
の
一

部
、
二
七
四
の
一
部
、
三
一
五
の
一
の
一
部
、
三
一
六
の

一
、
三
一
七
の
一
、
三
一
八
の
一
、
三
一
九
の
一
、
三
二

〇
の
一
部
、
三
二
一
の
一
部
、
三
二
二
の
一
の
一
部
、
三

二
三
の
一
の
一
部
、
三
二
四
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

部
由
利
郡
仁
賀
保
町
中
三
地
字
姫
路
森

九
七
か
ら
九
九
ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
一
、
一
〇
二
の
一

部
、
一
〇
九
の
一
部
、
一
一
〇
、
一
一
一
の
一
部
、
一
一

八
の
一
部
、
一
一
八
の
一
、
一
一
九
、
一
二
〇
か
ら
一
二

二
ま
で
の
各
一
部
、
一
二
九
の
一
部
、
一
三
四
、
一
三
五

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
谷
地
端

二
三
の
一
、
二
三
の
二

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

長
瀬
町

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
前
田

一
七
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
杉
田

七
三
か
ら
七
八
ま
で
、
九
三
か
ら
九
六
ま
で
、
九
七
の
一

部
、
一
〇
二
の
一
部
、
一
〇
三
か
ら
一
〇
六
ま
で
、
一
〇

七
の
一
部
、
一
〇
九
の
一
部
、
一
二
四
の
一
部
、
一
六
九

の
一
部
、
一
七
〇
の
一
部
、
一
七
一
の
一
部
、
一
七
三
の

一
部
、
一
七
五
か
ら
一
七
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
八
一
の

一
部
、
二
一
一
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
打
野

五
七
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
舞
台

一
か
ら
三
ま
で
の
各
一
部
、
一
二
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
長
瀬
町

一
四
九
の
二
の
一
部
、
一
五
〇
の
一
の
一
部
、
一
五
〇
の

三
の
一
部
、
一
五
一
の
一
部
、
一
五
二
の
一
部
、
一
五
三
、

一
五
四
か
ら
一
六
二
ま
で
の
各
一
部
、
二
六
七
、
三
一
一
、

三
二
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
五
〇
の
二
に
隣
接
す

る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
寺
田

一
三
の
九

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
宇
津
野

一
六
の
二
、
一
六
の
三
、
一
六
の
四
の
一
部
及
び
七
七
に

隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
打
野

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字

舞
台
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五
七
の
一
部
、
七
四
、
九
四
の
一
部
、
九
八
か
ら
一
〇
四

ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
五
か
ら
一
三
〇
ま
で
、
一
三
一
の

一
部
、
一
三
二
の
一
部
、
一
三
八
か
ら
一
四
〇
ま
で
の
各

一
部
、
一
五
三
か
ら
一
六
四
ま
で
、
一
六
七
の
二
、
一
六

九
か
ら
一
七
一
ま
で
、
一
八
二
か
ら
一
八
四
ま
で
、
一
九

一
、
一
九
六
、
二
二
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
内
野

二
九
の
一
部
、
三
〇
の
一
の
一
部
、
三
〇
の
二
の
一
部
、

三
二
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
杉
田

九
七
の
一
部
、
九
八
か
ら
一
〇
一
ま
で
、
一
〇
二
の
一
部
、

一
〇
七
の
一
部
、
一
〇
八
、
一
二
五
か
ら
一
二
九
ま
で
、

一
三
〇
の
一
部
、
一
四
七
の
一
部
、
一
四
八
、
一
四
九
、

一
五
〇
の
一
部
、
一
六
九
か
ら
一
七
一
ま
で
の
各
一
部
、

一
七
二
、
一
七
三
の
一
部
、
一
七
五
の
一
部
、
一
七
六
の

一
部
、
一
八
一
の
一
部
、
一
八
二
の
一
部
、
一
八
五
か
ら

一
八
七
ま
で
の
各
一
部
、
一
八
九
の
一
部
、
二
一
一
の
一

部
、
二
三
五

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
前
田

二
四
、
四
七
の
一
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
内
野

一
〇
、
一
一
の
一
部
、
一
二
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一

六
、
二
九
の
一
部
、
三
〇
の
一
の
一
部
、
三
〇
の
二
の
一

部
、
四
九
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
町
田

五
の
一
の
一
部
、
七
の
一
の
一
部
、
四
一
、
四
二
の
一
部
、

四
三
の
一
部
、
四
四
、
四
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
打

野

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
前
田

八
の
二
、
三
八
、
四
七
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
打
野

一
の
三
の
一
部
、
三
の
二
の
一
部
、
一
一
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
町
田

五
の
一
の
一
部
、
七
の
一
の
一
部
、
四
六
の
一
部
、
五
一

の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
福
田

四
一
の
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
内
野

一
一
の
一
部
、
一
二
の
一
部
、
一
三
、
一
四
の
一
部
、
三

〇
の
一
の
一
部
、
三
〇
の
二
の
一
部
、
三
四
か
ら
三
六
ま

で
の
各
一
部
、
三
七
、
三
八
の
一
の
一
部
、
三
九
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
打
野

一
の
三
の
一
部
、
三
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
杉
田

五
七
の
二
の
一
部
、
一
六
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
寺
田
字
宇
津
野

一
六
の
四
の
一
部
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
の
一

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
杉

田由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
町

田由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
内

野
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秋
田
県
告
示
第
百
二
十
九
号

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境

影
響
評
価
書
（
以
下
「
評
価
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
評
価
書
及
び
当
該
評
価
書
の
要
約
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（一）

名
称
　
秋
田
県

（二）

代
表
者
の
氏
名
　
秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

（三）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

二
　
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

（一）

名
称
　
秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
Ｄ
区
処
分
場
整
備
事
業

（二）

種
類
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
設
置

（三）

規
模
（
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
）

約
三
十
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

三
　
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
雨
池
沢
地
内

四
　
関
係
地
域
の
範
囲

河
辺
郡
河
辺
町
及
び
雄
和
町
並
び
に
仙
北
郡
協
和
町

五
　
評
価
書
及
び
当
該
評
価
書
の
要
約
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

（一）

縦
覧
場
所

（１）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

（２）

仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
雨
池
沢
四
十
五
番
地
　
秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

（３）

河
辺
郡
河
辺
町
和
田
字
北
条
ヶ
崎
三
十
八
番
地
二
　
河
辺
町
町
民
生
活
課

（４）

河
辺
郡
雄
和
町
妙
法
字
上
大
部
四
十
八
番
地
一
　
雄
和
町
町
民
生
活
課

（５）

仙
北
郡
協
和
町
境
字
野
田
四
番
地
　
協
和
町
生
活
環
境
課

（二）

縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
日
ま
で
（
た
だ
し
、
秋
田
県

の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

県
の
休
日
を
除
く
。
）

（三）

縦
覧
期
間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
平
成
十
四
年
度
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

雄
勝
町

（二）

調
査
地
域

変
更
前
雄
勝
郡
雄
勝
町
上
院
内
字
釜
ノ
上
ほ
か
一
二
字

変
更
後
雄
勝
郡
雄
勝
町
上
院
内
字
釜
ノ
上
ほ
か
二
一
字

（三）

調
査
期
間

平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

男
鹿
市

（二）

成
果
の
名
称

男
鹿
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

男
鹿
市
大
字
船
川
港
南
平
沢
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
四
年
度

２３

か
ら
一
九
の
三
ま
で
、
二
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接

介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
三

五
の
二
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
宮
嶋

一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
、
三
の

二
、
四
の
一
、
四
の
二
、
五
の
一
の
一
部
、
五
の
二
の
一

部
、
九
三
の
一
部
、
九
四
か
ら
九
七
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
屋

敷
田
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〇
・
二
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

二
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

鷹
巣
町

（二）

成
果
の
名
称

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
大
字
綴
子
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

二
・
三
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

三
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

昭
和
町

（二）

成
果
の
名
称

南
秋
田
郡
昭
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

南
秋
田
郡
昭
和
町
大
字
乱
橋
、
八
丁
目
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
四
年
度

〇
・
三
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

四
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

鳥
海
町

（二）

成
果
の
名
称

由
利
郡
鳥
海
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

由
利
郡
鳥
海
町
大
字
中
直
根
、
百
宅
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

九
・
一
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

五
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

協
和
町

（二）

成
果
の
名
称

仙
北
郡
協
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

仙
北
郡
協
和
町
大
字
荒
川
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

三
・
八
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

六
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

羽
後
町

（二）

成
果
の
名
称

雄
勝
郡
羽
後
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

雄
勝
郡
羽
後
町
大
字
郡
山
、
大
久
保
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

一
・
三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
二
号

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二

十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
由
利
町
高
戸
屋
下
小
屋
入
会
林
野
整
備
組
合
代
表
者

小
野
忠
か
ら
な
さ
れ
た
入
会
林
野
整
備
計
画
に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
年
月
日
　
平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日

二
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
東
由
利
町
高
戸
屋
下
小
屋
入
会
林
野
整
備
計
画
書
の
写
し

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

四
　
縦
覧
場
所
　
農
林
水
産
部
農
山
村
振
興
課
及
び
由
利
総
合
農
林
事
務
所
林
務
課
及
び
東
由
利
町

２４
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

役
場

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
横
手
店

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
五
十
一
番
地
一

二
　
県
の
意
見

意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

横
手
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２５

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

二
百
八
十
二
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
九
一
番
地
先
か
ら
字
扇
ノ

間
一
二
〇
番
地
先
ま
で

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

三
百
四
十
一
号

三
百
四
十
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
〇
〇
〜
三
五
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
四
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
八
六
〇

〇
・
八
六
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
八
幡
平
字
長
嶺
四
一
番
七
か
ら
字
　
沢
一
六
番
九
地
先
ま
で

〃
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
七
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２６

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

能
代
五
城
目
線

能
代
五
城
目
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
五
〇
〜
二
一
・
四
〇

一
三
・
五
〇
〜
二
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
三
〇
〇

〇
・
三
〇
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

能
代
市
扇
田
字
東
扇
田
三
五
一
番
地
先
か
ら
三
二
六
番
一
地
先
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

小
滝
二
ツ
井
線

小
滝
二
ツ
井
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

三
・
〇
〇
〜
一
八
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
七
〇
・
四
〇

七
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
一
五
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
七
〇
・
四
〇

七
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
七
〇
一

二
・
六
〇
九

〇
・
二
二
四

〇
・
〇
八
一

〇
・
一
三
〇

二
・
六
〇
九

〇
・
二
二
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
梨
岳
七
四
番
八
か
ら
字
前
田
九
九
番
二
地
先
ま

で

〃

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
様
の
下
九
二
番
一
地
先
か
ら
字
大
面
一
一
六
番

三
ま
で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
不
動
下
四
番
二
地
先
か
ら
字
石
田
四
〇
番
四
地

先
ま
で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
石
田
四
〇
番
一
一
か
ら
字
石
田
一
番
二
ま
で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
梨
岳
七
四
番
八
か
ら
字
前
田
九
九
番
二
地
先
ま

で山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
様
の
下
九
二
番
一
地
先
か
ら
字
大
面
一
一
六
番

三
ま
で

ＡＢＡＢＣＤＡ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
九
号

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
の
で
、
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
三
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
三
十
八
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
講
習
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

第
一
日
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

第
二
日
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
（
火
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分

ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
議
会
棟
一
階
「
大
会
議
室
」

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２７

県
　
　
　
道

小
滝
二
ツ
井
線

小
滝
二
ツ
井
線

旧新

九
・
〇
〇
〜
一
五
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
七
〇
・
四
〇

六
・
〇
〇
〜
七
〇
・
四
〇

〇
・
〇
八
一

〇
・
一
三
〇

二
・
六
〇
九

二
・
六
〇
九

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
不
動
下
四
番
二
地
先
か
ら
字
石
田
四
〇
番
四
地

先
ま
で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
石
田
四
〇
番
一
一
か
ら
字
石
田
一
番
二
ま
で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
梨
岳
七
四
番
八
か
ら
字
前
田
九
九
番
二
地
先
ま

で

山
本
郡
二
ツ
井
町
梅
内
字
梨
岳
七
四
番
八
か
ら
字
前
田
九
九
番
二
地
先
ま
で

ＢＣＤ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
、
「
Ｃ
」
及
び
「
Ｄ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

長
岡
冬
師
城
内
線

長
岡
冬
師
城
内
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
八
〇
〜
一
六
・
〇
〇

一
五
・
八
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
二
五

〇
・
一
二
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
郡
仁
賀
保
町
畑
字
打
合
野
七
八
番
三
か
ら
字
畑
野
一
番
二
四
四
ま
で

〃
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二
　
講
習
会
の
内
容
及
び
時
間

（一）

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令
　
　
　
　
　
　
　
六
時
間

（二）

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項
　
三
時
間

（三）

屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項
　
　
　
　
四
時
間

三
　
受
講
申
込
書
の
交
付

（一）

期
間

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
か
ら
同
年
三
月
十
二
日
（
水
）
ま
で

（二）

場
所

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
角
建
設
事
務
所
用
地
課

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の
一
　
北
秋
田
建
設
事
務
所
用
地
課

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
建
設
事
務
所
用
地
課

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
建
設
事
務
所
用
地
課

本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
三
百
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
由
利
建
設
事
務
所
用
地
課

大
曲
市
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
北
建
設
事
務
所
用
地
課

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
平
鹿
建
設
事
務
所
用
地
課

湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
雄
勝
建
設
事
務
所
用
地
課

（
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
八
十
円
切

手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。
）

四
　
受
講
申
込
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七

十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
）
を
除
き
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）

か
ら
同
年
三
月
十
二
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
必

ず
「
簡
易
書
留
」
に
よ
り
郵
送
し
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）

（二）

場
所

各
建
設
事
務
所
用
地
課

五
　
講
習
手
数
料

（一）

額
　
四
千
円

（二）

納
付
方
法
　
受
講
申
込
み
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
四
四
二
）

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

鹿
角
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

鹿
角
都
市
計
画
下
水
道
事
業
鹿
角
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
容
の
部
分

昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号
、
平
成
六
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

平
成
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
八
十
七
号
及
び
平
成
十
二
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号
の
事

業
地
に
、
秋
田
県
鹿
角
市
花
輪
字
明
堂
長
根
、
字
福
士
及
び
字
柴
内
太
田
谷
地
並
び
に
尾
去
沢

字
長
淵
及
び
字
中
田
並
び
に
十
和
田
岡
田
字
焼
山
下
タ
、
字
勝
善
岱
及
び
字
下
モ
谷
地
並
び
に

十
和
田
毛
馬
内
字
三
ノ
丸
、
字
柏
野
及
び
字
嶋
ノ
越
並
び
に
十
和
田
大
湯
字
桂
ノ
沢
、
字
中
谷

地
、
字
権
現
堂
、
字
大
橋
向
、
字
荒
瀬
及
び
字
中
岱
の
事
業
地
を
加
え
、
秋
田
県
鹿
角
市
花
輪

字
刈
又
、
字
上
頭
無
、
字
馬
場
、
字
三
日
市
、
字
下
中
島
、
字
牛
川
原
、
字
上
中
島
、
字
寺
ノ

後
、
字
六
月
田
、
字
下
タ
町
、
字
合
ノ
野
、
字
小
坂
、
字
合
野
、
字
前
田
、
字
囲
田
、
字
柳
田

及
び
字
向
畑
並
び
に
尾
去
沢
字
軽
井
沢
、
字
新
山
、
字
下
モ
平
、
字
前
田
及
び
西
道
口
並
び
に

十
和
田
毛
馬
内
字
柏
崎
、
字
番
屋
平
、
字
古
下
、
字
押
出
、
字
上
寄
熊
及
び
上
陣
場
地
内
に
お

い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

（二）

使
用
の
部
分

な
し

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
川
口
字
長
里
二
百
二
十
四
番
地
斎
藤
竹
嘉
ほ
か
十
二

人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
山
田
沢
地
区
県
単
小
規
模
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排

水
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２８

公
　
　
　
　
　
　
告
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田

県
山
本
郡
二
ツ
井
町
種
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
二
月

十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
河

辺
郡
雄
和
町
相
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

河
辺
郡
雄
和
町
相
川
字
銅
屋
二
百
七
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
宮
　
辰
　
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
百
七
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
辺
　
雄
　
孝

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

河
辺
郡
雄
和
町
相
川
字
銅
屋
百
〇
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
悟

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
二
百
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
元
　
　
　
勝

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
砂
川
地
区
ほ
場
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を

し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

平
成
十
一
年
五
月
十
一
日
（
第
千
六
十
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
（
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

及
び
就
任
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

四

下

終
わ
り
　
字
畑
漆
六
十
四
番
地

字
畑
添
六
十
四
番
地

か
ら
五

２９

正
　
　
　
　
　
　
誤
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